
　
賃
貸
業
界
の
繁
忙
期
と
い
わ
れ
る

１
月
か
ら
３
月
に
入
居
が
決
ま
ら
な

か
っ
た
部
屋
、
ま
た
、
３
月
末
に
退

去
さ
れ
て
し
ま
っ
た
部
屋
な
ど
、
空

室
期
間
が
長
引
い
て
し
ま
う
の
で

は
、
と
不
安
に
思
わ
れ
て
い
る
オ
ー

ナ
ー
様
は
少
な
く
な
い
と
思
い
ま

す
。

　
そ
の
部
屋
、
安
易
に
「
家
賃
を
下

げ
て
決
め
て
し
ま
お
う
」、
な
ど
と

思
っ
て
い
ま
せ
ん
か
？
一
度
家
賃
を

下
げ
て
し
ま
う
と
、
収
益
が
下
が
り
、

物
件
の
資
産
価
値
に
大
き
く
影
響
を

与
え
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
満
室
デ
ザ
イ
ン
で
は
、
空
室
期
間

が
長
引
く
原
因
を
と
こ
と
ん
追
求
し

ま
す
。

　
そ
れ
に
は
、
ま
ず
は
現
状
分
析
で

す
。
周
辺
地
域
の
調
査
と
、物
件
（
建

物・室
内
）
の
現
状
把
握
か
ら
ス
タ
ー

ト
し
ま
す
。
周
辺
地
域
の
調
査
は
空

室
対
策
の
第
一
歩
、
競
合
物
件
の
グ

レ
ー
ド
や
空
室
率
な
ど
を
調
査
す
る

こ
と
で
、
タ
ー
ゲ
ッ
ト
の
設
定
等
を

行
な
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、

物
件
の
共
用
部
や
室
内
を
確
認
す
る

こ
と
で
、
周
辺
地
域
で
求
め
ら
れ
て

い
る
物
件
と
の
差
異
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
必
要
で
あ
れ

ば
リ
フ
ォ
ー
ム
や
ホ
ー
ム
ス
テ
ー
ジ

ン
グ
（
モ
デ
ル
ル
ー
ム
作
り
）、
人

気
の
あ
る
設
備
設
置
な
ど
を
ご
提
案

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
そ
の
上
で
、
設
定
し
た
賃
料
が
適

正
で
あ
る
か
、
賃
料
査
定
を
行
い
ま

す
。

　
そ
う
す
る
こ
と
で
、
賃
料
を
下
げ

る
し
か
な
い
空
室
対
策
で
は
な
く
、

賃
料
を
上
げ
て
で
も
決
ま
る
部
屋
に

な
る
可
能
性
も
あ
る
の
で
す
。
満
室

デ
ザ
イ
ン
で
は
、
特
に
物
件
の
現
状

把
握
は
で
き
る
だ
け
、
オ
ー
ナ
ー
様

と
一
緒
に
行
い
た
い
と
考
え
て
お
り

ま
す
。
オ
ー
ナ
ー
様
の
想
い
を
共
有

し
、
大
切
な
資
産
の
価
値
を
最
大
化

し
て
い
く
、
そ
れ
が
満
室
デ
ザ
イ
ン

の
使
命
な
の
で
す
。

ご
挨
拶
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謹
啓　
小
暑
を
過
ぎ
、
夏
本
番

を
迎
え
ま
し
た
。
皆
様
に
お
か

れ
ま
し
て
は
、
暑
さ
に
負
け
ず

ご
活
躍
の
こ
と
と
拝
察
い
た
し

ま
す
。

　
２
０
２
２
年
も
あ
っ
と
い
う

間
に
半
分
が
過
ぎ
ま
し
た
。
よ

う
や
く
経
済
も
コ
ロ
ナ
前
の
よ

う
な
賑
わ
い
を
取
り
戻
し
つ
つ

あ
り
ま
す
。
た
だ
一
方
で
、
物

価
高
騰
の
波
が
物
凄
い
速
さ
で

押
し
寄
せ
て
い
ま
す
。

　
ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ

へ
の
侵
攻
は
ア
フ
タ
ー
コ
ロ
ナ

の
世
界
経
済
に
追
い
討
ち
を
か

け
、
資
源
高
が
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー

ン
全
体
へ
と
影
響
を
及
ぼ
し
て

い
ま
す
。
資
材
、
食
料
品
、
日

常
用
品
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
モ
ノ

の
価
格
が
上
が
り
、
長
年
デ
フ

レ
に
よ
る
「
低
価
格
志
向
」
に

慣
れ
て
き
た
日
本
人
に
と
っ
て

は
、
せ
っ
か
く
高
ま
り
つ
つ

あ
っ
た
消
費
マ
イ
ン
ド
に
冷
や

水
を
浴
び
せ
ら
れ
る
形
と
な
っ

て
し
ま
い
ま
し
た
。
さ
ら
に
円

安
が
重
な
り
、
あ
ら
ゆ
る
モ
ノ

を
輸
入
に
依
存
し
て
い
る
日
本

に
と
っ
て
は
、
こ
の
物
価
高
騰

は
さ
ら
に
続
い
て
い
く
と
予
想

さ
れ
て
い
ま
す
。

　
「
一
難
去
っ
て
ま
た
一
難
」

で
す
が
、
厳
し
い
こ
と
も
永
遠

に
続
く
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
世
界
で
は
あ
ら
ゆ
る
困
難

に
立
ち
向
か
っ
て
い
る
人
が
多

い
中
、
平
和
に
生
活
で
き
る
こ

の
日
本
の
環
境
と
い
う
の
は
本

当
に
あ
り
が
た
い
も
の
で
す
。

引
き
続
き
、
皆
様
方
の
ま
す
ま

す
の
ご
繁
栄
と
ご
健
勝
を
心
よ

り
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。謹

白
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成
年
年
齢
引
き
下
げ
が
税
務
へ
与
え
る
影
響

Manshitsu design

　 

未
成
年
者
控
除
（
相
続
税
に
お
け

る
税
額
控
除
）

　

相
続
人
（
財
産
を
引
き

継
ぐ
人
）
が
未
成
年
の
場

合
、
相
続
税
の
税
額
を

「
未
成
年
者
控
除
」
に
よ

り
減
額
す
る
こ
と
が
可
能

で
す
。
20
歳
か
ら
相
続
時

の
年
齢
を
控
除
し
た
残
数

に
10
万
円
を
乗
じ
た
金
額

分
だ
け
税
額
を
控
除
で
し

た
が
、
今
後
は
18
歳
か
ら

控
除
す
る
た
め
増
税
と
な

り
ま
す
。

　 

相
続
時
精
算
課
税
適
用
者
の
要
件

　

受
贈
者
が
「
推
定
相
続
人
（
子
）

で
あ
る
場
合
」
及
び
「
孫
で
あ
る
場

合
」
に
つ
き
、
贈
与
日
の
属
す
る
年

の
１
月
１
日
現
在
20
歳
以
上
で
あ
っ

た
も
の
が
、
令
和
４
年
４
月
１
日
以

降
で
は
18
歳
以
上
と
引
き
下
げ
ら
れ

ま
す
。
た
だ
し
、
令
和
４
年
３
月
31

日
ま
で
は
、
１
月
１
日
現
在
20
歳
以

上
が
要
件
で
あ
り
、
令
和
４
年
４
月

１
日
以
降
は
、
１
月
１
日
現
在
18
歳

以
上
が
要
件
と
な
り
ま
す
。
以
下
、

　
　
　
も
同
様
と
な
り
ま
す
。

　
２
０
２
２
年
（
令
和
４
年
）
４
月
１
日
よ
り
、
成
年
年

齢
が
20
歳
か
ら
18
歳
へ
引
き
下
げ
ら
れ
ま
し
た
。
今
回

は
、
成
年
年
齢
引
き
下
げ
が
税
務
に
与
え
る
影
響
を
紹
介

し
ま
す
。

税
務
に
与
え
る
影
響
場
面
（
贈
与
税
・
相
続
税
）

　
具
体
的
に
は
、
贈
与
税
と
相
続
税
に
与
え
る
影
響
が
大

き
い
と
言
え
ま
す
。
以
下
、　
　
　
　
を
ご
参
照
く
だ
さ

い
。

　 

直
系
尊
属
（
父
母
や
祖
父
母
な
ど
）

か
ら
贈
与
を
受
け
た
場
合
の
贈
与
税

の
税
率
の
特
例

　

受
贈
者
が
贈
与
日
の
属
す
る
年
の

１
月
１
日
現
在
20
歳
以
上
で
あ
っ
た

も
の
が
、
令
和
４
年
４
月
１
日
以
降

で
は
18
歳
以
上
と
引
き
下
げ
ら
れ
ま

す
。

　 

住
宅
取
得
等
資
金
贈
与

　

受
贈
者
が
贈
与
日
の
属
す
る
年
の

１
月
１
日
現
在
20
歳
以
上
で
あ
っ
た

も
の
が
、
令
和
４
年
４
月
１
日
以
降

で
は
18
歳
以
上
と
引
き
下
げ
ら
れ
ま

す
。

　 

非
上
場
株
式
等
に
つ
い
て
の
贈
与

税
の
納
税
猶
予
お
よ
び
免
除
（
特
例

含
む
）

　

一
般
版
・
特
例
版
に
つ
き
、
贈
与

時
の
受
贈
者
の
年
齢
要
件
に
つ
き
、

贈
与
日
に
お
い
て
20
歳
以
上
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
令
和
４
年
４
月
１
日
以

降
の
贈
与
で
は
、
18
歳
以
上
に
引
き

下
げ
ら
れ
ま
す
。

実
務
に
最
も
影
響
を
与
え
る
と

考
え
ら
れ
る
項
目
（
　 

）

　

税
率
が
相
対
的
に
低
い
特
例
税
率

の
適
用
は
、
令
４
年
４
月
１
日
以
降

に
行
わ
れ
る
贈
与
の
場
合
、
１
月
１
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日
現
在
18
歳
以
上
で
あ
る
こ
と
が
必

要
と
な
り
ま
す
。

　

例
え
ば
、
１
月
１
日
現
在
19
歳
で

あ
っ
た
者
が
５
０
０
万
円
贈
与
さ
れ

る
ケ
ー
ス
を
想
定
し
ま
す
。
①
贈
与

日
が
３
月
15
日
で
あ
っ
た
場
合
、
特

例
税
率
の
適
用
は
で
き
ま
せ
ん
（
税

額
53
万
円
）
。
こ
れ
に
対
し
、
②
贈

与
日
が
４
月
15
日
で
あ
っ
た
場
合
、

特
例
税
率
の
適
用
が
可
能
と
な
り
ま

す
（
税
額
48
・
５
万
円
）
。
こ
の
よ

う
に
、
令
和
４
年
中
に
20
歳
に
な
る

方
は
贈
与
日
に
細
心
の
注
意
が
必
要

で
す
。
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